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（国税庁 元実１－４） 

 

 

上記目標

の概要 

経済の国際化の進展により新たな取引形態が拡大する中で、一つの所得に対して複数の国

が課税する二重課税の問題や、所得が租税回避行為等によりどこの国においても課税されな

い「課税の空白」の問題が、各国税務当局が取り組むべき課題となっています。 

このため、租税条約等に基づく相互協議を実施して二重課税問題の解決を図るとともに、

情報交換の円滑な実施等により、国際的な税務上のコンプライアンスの維持・向上を図りま

す。 

また、各国税務当局と経験の共有を図り、協力関係を強めることにより、租税回避等の問

題に対応します。 

 

（上記目標を達成するための施策） 

実１－４－１： 税務当局間の要請に基づく情報交換 

実１－４－２： 共通報告基準（ＣＲＳ）に基づく金融口座情報の情報交換の的確な実施 

実１－４－３： 国別報告事項（ＣｂＣＲ）の情報交換の的確な実施 

実１－４－４： 相互協議事案の適切・迅速な処理 

実１－４－５： 外国税務当局との知見の共有 

実１－４－６： 開発途上国に対する技術協力 
 

実績目標(小)１－４についての評価結果 

実績目標についての評定 Ｓ 目標達成 

評 
定 
の 
理 
由 

全ての施策の評定で目標を達成したことから、「Ｓ 目標達成」としました。 

なお、各施策の評定の詳細については、後述のとおりです。 

実 
績 
の 
分 
析 

（必要性・有効性・効率性等） 

国際的な二重課税・租税回避行為（税源浸食と利益移転（ＢＥＰＳ）（用語集参照））等の問題

に対応するため、租税条約等に基づく相互協議・情報交換を実施すること、また、開発途上国に対

する技術協力（用語集参照）を含め、各国税務当局との経験の共有を図ることは、重要な取組で

す。 

令和元事務年度においては、相互協議・情報交換に適切かつ積極的に取り組んだほか、国際課税

に関する各国共通の執行上の指針の整備等のため、国際会議に積極的に参画し、また、開発途上国

への技術協力にも積極的に取り組みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 実績目標(小)１－４：国際化への取組 
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施策 実1-4-1：税務当局間の要請に基づく情報交換 

測
定
指
標
（
定
量
的
な
指
標
） 

[主要]実1-4-1-A-1：情報提供要請に対する90日以内の対応            （単位：％） 

事務年度 平成27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 達成度 

目標値 100 100 100 100 100 
○ 

実績値 100 100 100 100 100 

（出所）長官官房国際業務課調 

 

（目標値の設定の根拠） 

外国税務当局からの情報提供要請への対応が的確・迅速に行われているかを測定するため、90日

以内の対応割合を指標として設定しています。目標値は、「税の透明性及び情報交換に関するグロ

ーバルフォーラム」において、「外国税務当局からの情報提供要請に対して、要請を受けた日から

90日以内に、要請された情報の提供又は進捗状況を通知する」とされていることを踏まえ、100％

としています。 

なお、90日以内に「情報の提供」が困難な場合には、「提供に向けた進捗状況の通知」を行うこ

とで、相手国との良好なコミュニケーションが維持されることになります。 

  

（目標の達成度の判定理由） 

外国税務当局からの要請に対する迅速な対応について、会議や研修等を通じて職員への周知を図

り、迅速かつ的確な情報交換の実施に取り組みました。 

その結果、各事案の困難性・複雑性により回答に要する期間は異なりますが、いずれの事案につ

いても、外国税務当局から要請を受けた日から90日以内に要請された情報の提供又は進捗状況の通

知を行ったことから、達成度は「〇」としました。 

 

施策についての評定 ｓ 目標達成 

評 
定 
の 
理 
由 

測定指標の達成度が「〇」であったことから、「ｓ 目標達成」としました。 

 

 実１－４－１に係る参考情報 

 

参考指標 １：租税条約等に基づく情報交換件数                  （単位：件） 

事務年度 平成27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 

情報交換件数 306,665 737,943 830,582 1,026,957 1,030,353 

 

うち個別事案について 

外国に要請したもの 
366 473 766 825 613 

うち個別事案について 

外国から要請されたもの 
158 415 137 191 233 

（出所）長官官房国際業務課調 

    （注）共通報告基準（ＣＲＳ）に基づく金融口座情報及び国別報告事項（ＣｂＣＲ）（用語集参照）の情報交換

件数は除いています。 
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施策 実1-4-2：共通報告基準（ＣＲＳ）に基づく金融口座情報の情報交換の的確な実施 

測
定
指
標
（
定
性
的
な
指
標
） 

[主要]実1-4-2-B-1：共通報告基準（ＣＲＳ）に基づく金融口座情報の情報交換の的確な実施 

目標 

各国税務当局との協力関係を強め、租税回避等の問題に対応していく

ため、ＣＲＳに基づく金融口座情報の情報交換を的確に実施します。 

達成度 （目標の設定の根拠） 

ＣＲＳに基づく金融口座情報の情報交換を円滑かつ的確に実施するこ

とは、各国税務当局との協力関係を強め、租税回避等の問題に的確に対

応するために重要であることから、目標として設定しています。 

実績及び目

標の達成度

の判定理由 

（実績） 

外国税務当局との間でＣＲＳに基づく金融口座情報の情報交換を的確

に実施しました。 

実施過程において生じた課題の解決や、より効率的な情報交換の実施

に向け、ＯＥＣＤの会議へ積極的に参加したほか、各国の税務当局と連

絡を密に取りました。 

また、国内金融機関等から確実にＣＲＳに基づく金融口座情報の報告

を受領するため、制度の広報や、技術的な問題に関する相談対応などを

行い、円滑に報告を受領しました。 

 

（目標の達成度の判定理由） 

ＣＲＳに基づく金融口座情報の情報交換の的確な実施に向けて、制度

周知等に積極的に取り組みました。 

この結果、令和元事務年度には、日本の非居住者に係る金融口座情報

473,699件を65か国・地域に提供した一方、日本の居住者に係る金融口

座情報2,058,777件を86か国・地域から受領しました。 

このように、ＣＲＳに基づく金融口座情報の情報交換の的確な実施に

取り組んだことから、達成度は「〇」としました。 

今後も状況に応じた的確な実施に取り組んでまいります。 

〇 

施策についての評定 ｓ 目標達成 

評 
定 
の 
理 

由 

測定指標の達成度が「〇」であったため、「ｓ 目標達成」としました。 
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実１－４－２に係る参考情報 

 

参考指標 １：共通報告基準（ＣＲＳ）に基づく金融口座情報の交換件数 

（単位：国・地域、件） 

事務年度 平成30年度 令和元年度 

提供 
国・地域数 58 65 

交換件数 90,155 473,699 

受領 
国・地域数 74 86 

交換件数 744,986 2,058,777 

（出所）長官官房国際業務課調 

施策 実1-4-3：国別報告事項（ＣｂＣＲ）の情報交換の的確な実施 

測
定
指
標
（
定
性
的
な
指
標
） 

[主要]実1-4-3-B-1：国別報告事項（ＣｂＣＲ）の情報交換の的確な実施 

目標 

多国籍企業グループの国、地域ごとの活動実態に係る情報を各国税務

当局間で共有し、多国籍企業によるグループ内取引を通じた所得の海外

移転に対して、移転価格税制等を適切に運用するため、ＣｂＣＲの情報

交換を的確に実施します。 

 

達成度 

（目標の設定の根拠） 

ＣｂＣＲの情報交換は、ＢＥＰＳ報告書（用語集参照）の勧告により

円滑な実施が求められており、この情報交換を的確に実施することは、

各国税務当局との協力関係を強めることになります。また、多国籍企業

グループの国・地域ごとの活動実態を各国税務当局間で共有すること

は、多国籍企業によるグループ内取引を通じた所得の海外移転に対する

移転価格税制の適切な運用のために重要であることから、目標として設

定しています。 

 

実績及び目 

標の達成度 

の判定理由 

（実績） 

外国税務当局との間で、ＣｂＣＲの情報交換を的確に実施しました。 

実施過程において生じた課題の解決や、より効率的な情報交換の実施

に向け、ＯＥＣＤの会議へ積極的に参加したほか、各国の税務当局と連

絡を密に取りました。 

また、多国籍企業グループから確実にＣｂＣＲを受領するため、制度

の広報や、技術的な問題に関する相談対応などを行い、円滑に報告を受

領しました。 

 

（目標の達成度の判定理由） 

ＣｂＣＲの情報交換の的確な実施のため、制度周知等に積極的に取り

組みました。 

この結果、令和元事務年度には、日本に所在する多国籍企業（最終親

会社）844社分のＣｂＣＲ52か国・地域に提供した一方、1,751件のＣｂ

ＣＲを44か国・地域から受領しました。 

〇 
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実１－４－３に係る参考情報 

 

参考指標 １：国別報告事項（ＣｂＣＲ）の情報交換件数 

（単位：国・地域、件） 

事務年度 平成30年度 令和元年度 

提供 
国・地域数 51 52 

情報交換件数 831 844 

受領 
国・地域数 42 44 

情報交換件数 2,100 1,751 

（出所）長官官房国際業務課調 

 

このように、ＣｂＣＲの情報交換の的確な実施に取り組んだことか

ら、達成度は「〇」としました。 

今後も状況に応じた的確な実施に取り組んでまいります。 

 

施策についての評定 ｓ 目標達成 

評 
定 
の 
理 

由 

測定指標の達成度が「〇」であったため、「ｓ 目標達成」としました。 
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施策 実1-4-4：相互協議事案の適切・迅速な処理 

 
 
 
 

測
定
指
標
（
定
性
的
な
指
標
） 

[主要]実1-4-4-B-1：相互協議事案の適切・迅速な処理 

目標 

相互協議事案を適切・迅速に処理するため、機動的かつ円滑な協議の

実施に取り組みます。 

達成度 
（目標の設定の根拠） 

外国税務当局との間で機動的かつ円滑な相互協議を実施することは、

国際的な二重課税の問題に対処するために重要であることから、目標と

して設定しています。 

実績及び目

標の達成度

の判定理由 

（実績） 

各国の税務当局との連絡を密にし、機動的かつ効率的な相互協議を実

施しました。 

また、新興国に対しては、協議の機会を捉えて、国際的な課税ルール

の浸透を図るとともに、建設的な議論が行われることで事案処理が促進

されるよう、相互協議の手続や進め方に関する知識やベストプラクティ

スを共有し、協議の進捗に努めました。 

 

（目標の達成度の判定理由） 

相互協議の適切かつ迅速な処理に向けて積極的に取り組んだことか

ら、達成度は「○」としました。 

○ 

施策についての評定 ｓ 目標達成 

評 
定 
の 
理 
由 

 測定指標の達成度が「○」であったことから、「ｓ 目標達成」としました。 

 

 実１－４－４に係る参考情報 

 

参考指標 １：相互協議事案の処理状況                        （単位：件） 

事務年度 平成27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 

発 生 
内151 

195 
内131 

162 
内166 

206 
内163 

219 
内148 

200 

処 理 
内126 

155 
内143 

171 
内122 

166 
内146 

187 
内145 

186 

繰 越 
内355 

465 
内343 

456 
内387 

496 
内404 

528 
内407 

542 
（出所）長官官房相互協議室調 

（注）内書きは、事前確認事案に係る件数を示します。 

 

参考指標 ２：ＯＥＣＤ非加盟国との相互協議事案の処理状況           （単位：件） 

事務年度 平成27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 

発 生 
内26 

56 
内28 

41 
内44 

76 
内45 

89 
内43 

71 

処 理 
内11 

23 
内20 

28 
内23 

54 
内23 

44 
内30 

59 

繰 越 
内95 

165 
内103 

178 
内124 

200 
内146 

245 
内159 

257 
（出所）長官官房相互協議室調 

（注）内書きは、事前確認事案に係る件数を示します。 
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参考指標 ３：相互協議事案の平均的処理期間                   （単位：月） 

事務年度 平成27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 

処理期間 
内25.7 

26.0 
内28.9 

29.1 
内30.7 

29.9 
内34.5 

34.1 
内30.7 

29.4 
（出所）長官官房相互協議室調 

（注）内書きは、事前確認事案に係る期間を示します。 

 

 

 

 

 

施策 実1-4-5：外国税務当局との知見の共有 

 
 
 

測
定
指
標
（
定
性
的
な
指
標
） 

[主要]実1-4-5-B-1：外国税務当局との知見の共有 

目標 

各国共通の税務執行上の諸問題について、多国間会合及び二国間会合

を通じて、各国税務当局との間で知見の共有を図ります。 

達成度 
（目標の設定の根拠） 

各国税務当局が共通して抱える諸問題について知見の共有を図ること

は、国際課税等に関する問題解決のために重要であることから、目標と

して設定しています。 

実績及び目

標の達成度

の判定理由 

 

（実績） 

ＯＥＣＤ等の国際会議へ積極的に参画し、国際課税に関する各国共通

の執行上の指針の整備に貢献したほか、各国税務当局と経験の共有を図

り、税源浸食と利益移転（ＢＥＰＳ）対策の着実な実施や税分野におけ

る協調的な関係の強化等に取り組みました。 

 

（目標の達成度の判定理由） 

国際会議への参画を通じ、国際課税に関する各国共通の執行上の指針

（ＯＥＣＤ移転価格ガイドライン（用語集参照）等）の整備に引き続き

貢献しました。また、ＢＥＰＳ対策の実施、税の安定性の向上、開発途

上国への技術支援等の各国共通の問題に関し、ＯＥＣＤ関連会議（オン

ライン会合への遠隔参加を含む。）やアジア税務長官会合（ＳＧＡＴＡ

Ｒ）（用語集参照）等の多国間会合、インドネシア及びタイとの二国間

会合等を通じて、知見の共有、問題解決に取り組み、各国税務当局との

協力強化に努めました。 

このように、各国税務当局に共通する諸問題に関して知見の共有を図

り、その解決に取り組んだことから、達成度は「〇」としました。 

〇 

施策についての評定 ｓ 目標達成 

評 
定 
の 
理 
由 

 測定指標の達成度が「〇」であったことから、「ｓ 目標達成」としました。 
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実１－４－５に係る参考情報 

  
参考指標 １：税務当局間の主な国際会議 

会 議 名 検  討  状  況 

アジア税務長官会合 

（ＳＧＡＴＡＲ） 

（令和元年11月開催） 

アジア太平洋地域の税務当局の長官クラスが参加し、ＳＧＡ

ＴＡＲ加盟国・地域における納税環境の改善や開発途上国職員

の能力向上への技術支援等について議論が行われたほか、各国

地域での税務行政上の取組や課題について説明が行われまし

た。 

また、インドネシア及びタイとの間で二国間会合を行い、二

国間の協力に関して意見交換を行いました。 

ＯＥＣＤ税務長官会議 

（ＦＴＡ）（用語集参

照）関連会議 

（令和元年９月、令和

２年３月及び６月開

催） 

令和元事務年度はＦＴＡ参加国全体による本会合は開催され

ませんでしたが、主要参加国の税務当局の長官が参加し、ＦＴ

Ａ全体の活動方針や本会合の議題等を議論するビューロ会合が

３度、開催されました。９月の対面会合においては、デジタル

課税、税の安定性及びＣＲＳに関する取組について議論が行わ

れました。また、３月及び６月のオンライン会合においては、

世界的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対する各国税

務当局の対応策について、納税者への支援、事業継続及び復興

期における課題をテーマに意見交換が行われ、また、今後のFTA

の取組について議論が行われました。 

日タイ長官会合 

（令和２年２月開催） 

日本において国税庁長官とタイ歳入局長との間で会合を実施

しました。会合では、双方の人事・研修制度について説明を行

ったほか、両当局における共通の課題について意見交換を行い

ました。 

（出所）長官官房国際業務課調 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 実1-4-6：開発途上国に対する技術協力 

測
定
指
標
（
定
量
的
な
指
標
） 

[主要]実1-4-6-A-1：開発途上国に対する技術協力の満足度（受入研修）       （単位：％） 

会計年度 平成27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 達成度 

目標値 95 95 95 95 95 
〇 

実績値 99.1 100 100 99.2 100 

出所）長官官房国際業務課、税務大学校調 

（注）数値は、研修受講者に対して実施したアンケート調査のうち、研修内容の有用性について、「良い」から

「悪い」の５段階評価で、上位評価(「良い」又は「やや良い」)を得た割合です。 

なお、アンケート調査の概要については、P.145に記載しています。 
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（目標値の設定の根拠） 

開発途上国に対する技術協力として実施した受入研修の満足度を測定するため、研修受講者に対

するアンケート調査の結果を指標として設定しています。目標値は、過去の実績値を踏まえ、平成

30事務年度の目標値を引き続き設定しました。 

 

（目標の達成度の判定理由） 

開発途上国における税務行政の改善・向上のため、開発途上国の税務職員を研修員として日本国

内に受入れ、講義・視察を実施しました。 

受入研修には複数国を対象とするものと特定の１か国を対象とするものがありますが、研修員の

受入れに当たっては、開発途上国側のニーズを踏まえるだけでなく、その税務行政の現状や問題点

も把握した上で、講義内容の決定や研修教材の作成を行いました。また、研修分野についての十分

な知識・経験を有する職員を講師とするなど、技術協力がそれぞれの開発途上国の税務行政の改善

に有用なものとなるよう努めました。 

これらの支援を通じて、アジア諸国を中心とした税務当局との協力関係が強化されたほか、それ

ら諸国の投資環境の改善にも貢献しました。 

こうした取組の結果、受入研修についての満足度は100％となり、実績値が目標値を上回ったこ

とから、達成度は「〇」としました。 

[主要]実1-4-6-A-2：開発途上国に対する技術協力の満足度（職員派遣）      （単位：％） 

会計年度 平成27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 達成度 

目標値 90 90 90 90 90 
〇 

実績値 94.5 94.5 91.5 95.0 94.5 

（出所）長官官房国際業務課、税務大学校調 

（注）数値は、研修受講者に対して実施したアンケート調査のうち、研修内容の有用性について、「良い」から

「悪い」の５段階評価で、上位評価(「良い」又は「やや良い」)を得た割合です。 

なお、アンケート調査の概要については、P.145に記載しています。 

 

（目標値の設定の根拠） 

開発途上国に対する技術協力として派遣した講師に対する研修受講者の満足度を測定するため、

アンケート調査の結果を指標として設定しています。目標値は、過去の実績値等を踏まえ、平成30

事務年度の目標値を引き続き設定しました。 

 

（目標の達成度の判定理由） 

開発途上国における税務行政の改善・向上のため、査察、徴収、不服審査等の分野について、ア

ジア諸国に当庁職員を講師として派遣し、講義を実施しました。 

当庁職員の派遣に当たっては、開発途上国側のニーズを踏まえるだけでなく、その税務行政の現

状や問題点も把握した上で、講義内容の決定や研修教材の作成を行いました。また、研修分野につ

いての十分な知識・経験を有する職員を講師とするなど、技術協力がそれぞれの開発途上国の税務

行政の改善に有用なものとなるよう努めました。 

これらの支援を通じて、アジア諸国を中心とした税務当局との協力関係が強化されたほか、それ

ら諸国の投資環境の改善にも貢献しました。 

こうした取組の結果、職員派遣についての満足度は94.5％となり、実績値が目標値を上回ったこ

とから、達成度は「〇」としました。 

施策についての評定 ｓ 目標達成 

評 
定 
の 
理 
由 

 全ての測定指標の達成度が「〇」であったことから、「ｓ 目標達成」としました。 

 



- 109 - 

実１－４－６に係る参考情報 

 

参考指標 １：開発途上国に対する技術協力 
①受入研修                                 （単位：国、人） 

会計年度 平成27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度  

国際税務行政セミ
ナー・一般コース 

国数 16 15 15 14 16 

人数 16 15 15 14 16 

国際税務行政セミ
ナー・上級コース 

国数 9 8 9 9 11 

人数 9 10 9 9 11 

国税庁実務研修 
国数 14 9 11 11 12 

人数 18 15 15 17 15 

アジア国際課税研修 
国数 6 7 6 5 7 

人数 8 11 12 7 7 

国別税務行政研修 
国数 3 4 4 6 3 

人数 56 96 79 86 32 

合  計 
国数 48 43 45 45 49 

人数 107 147 130 133 81 

（出所）長官官房国際業務課、税務大学校調 

（注１）「国別税務行政研修」は、カウンターパート研修（下記②職員派遣の「長期のもの（１年以上）」に該

当する職員派遣国に対する研修）を含みます。 

（注２）「合計（国数・人数）」は、延べ数となります。 

（注３）新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から、「国別税務行政研修」の一部を延期しまし

た。 

 

 

②職員派遣                                （単位：国、人） 

会計年度 平成27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 

短期のもの 
派遣国数 6 5 5 5 5 

派遣人数 18 24 17 16 13 

長期のもの 
（１年以上） 

派遣国数 3 3 5 5 4 

派遣人数 3 3 5 5 4 

合 計 
派遣国数 9 8 10 10 9 

派遣人数 21 27 22 21 17 

（出所）長官官房国際業務課、税務大学校調 

（注１）「合計（派遣国数・派遣人数）」は、延べ数となります。 

（注２）新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から、短期の職員派遣の一部を延期しました。 
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評 
価 
結 
果 
の 
反 
映 

以下のとおり、上記の施策を引き続き実施します。 

 

（実1-4-1：税務当局間の要請に基づく情報交換） 

租税条約等に基づく情報交換を積極的に実施し、外国税務当局から必要な情報を入手することに

より、海外取引を把握・解明して適正な課税を行うとともに、外国税務当局からの情報提供要請に

対して迅速かつ的確に対応します。 

 

（実1-4-2：共通報告基準（ＣＲＳ）に基づく金融口座情報の情報交換の的確な実施） 

 租税回避等の問題に対応していくため、各国税務当局との協力関係を強め、ＣＲＳに基づく金融

口座情報の情報交換を的確に実施します。 

  

（実1-4-3：国別報告事項（ＣｂＣＲ）の情報交換の的確な実施） 

 多国籍企業グループによるグループ内取引を通じた所得の海外移転に対する移転価格税制の適切

な運用のため、ＣｂＣＲの情報交換を的確に実施します。 

 

（実1-4-4：相互協議事案の適切・迅速な処理） 

協議相手国の税務当局と連絡を密にし、機動的かつ円滑な協議の実施に努めるとともに、税務当

局間の会議等の機会も通じて関係の構築を図り、相互協議の適切・迅速な処理に取り組みます。 

 

（実1-4-5：外国税務当局との知見の共有） 

 国際会議への参加を通じ、国際課税に関する各国共通の執行上の指針の整備等に貢献するととも

に、各国税務当局との知見の共有を図ります。 

 

（実1-4-6：開発途上国に対する技術協力） 

各国税務当局との関係強化、また、投資環境改善のため、開発途上国に対し、税務行政上の諸問

題に関する知識・経験等の技術協力を実施します。 
 

財務省政策評価懇談

会における意見 
該当なし 

 

実績目標に関係する

施政方針演説等内閣

の主な重要政策 

該当なし 

 

実績評価を行う過程

において使用した 

資料その他の情報 

国税庁レポート2020（令和２年６月国税庁） 

前事務年度実績評価

結果の施策への反映

状況 

（実1-4-1：税務当局間の要請に基づく情報交換） 

租税条約等に基づき、我が国から情報交換の要請を効果的・効率的に実施する

一方で、外国税務当局からの情報提供要請については事案の進行管理の更なる徹

底を図り、適切に対応しました。 

 

（実1-4-2：共通報告基準（ＣＲＳ)に基づく金融口座情報の情報交換の的確な実施） 

平成30年から開始したＣＲＳに基づく金融口座情報の情報交換について、ＯＥ

ＣＤ及び各国の税務当局と連絡を密にしながら的確に実施しました。 

 

（実1-4-3：国別報告事項（ＣｂＣＲ）の情報交換の的確な実施） 

平成30年から開始したＣｂＣＲの情報交換について、ＯＥＣＤ及び各国の税務

当局と連絡を密にしながら的確に実施しました。 
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（実1-4-4：相互協議事案の適切・迅速な処理） 

 事案の進行管理を徹底しつつ、国際会議等の機会を利用して相互協議を実施す

るなど、機動的かつ効率的な協議の実施により事案の適切・迅速な処理に努めま

した。  

 

（実1-4-5：外国税務当局との知見の共有） 

 国際課税に関する各国共通の執務上の指針の整備等のため、国際会議に積極的

に参画するなどしました。 

 

（実1-4-6：開発途上国に対する技術協力） 

各国税務当局との関係強化、また、投資環境改善のため、開発途上国に対し、

技術協力を積極的に実施しました。 
 

担当部局名 
長官官房（国際業務課、相互協議室）、調査査

察部（調査課）、税務大学校 
実績評価実施時期 令和２年10月 




